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・第3期日向市子ども・子育て支援事業計画（令和7年度～11年
度）
・（第3期日向市子どもの未来応援推進計画（令和7年度～11年
度）上記計画に包含して策定）

【基本姿勢】
　福祉部は、第２次日向市総合計画後期基本計画の基本理念「人権尊重・市民協働・地域力活用」のもと「住み慣れた地域で、共に助け合いながら、生きが
いを持ち、笑顔で暮らせるまち」、「教育、医療などの子育て環境が整い、恵まれた自然環境の中で元気な子どもが育つまち」、「住み慣れた場所で自立した
生活を送る元気な高齢者が暮らすまち」づくりを推進します。
  また、「地域共生社会の実現」を目指し、令和４年度に策定した「第４次日向市地域福祉計画」の推進を図ります。

【総合計画・基本理念】
　多様化、複雑化、高度化する市民ニーズや地域課題の解決のためには、「地域の在り方は地域が決め、地域が担う」という理念のもと、様々な課題に対し、
市民自らが関心を持ち、地域活動に参加し、解決を図っていく自立したまちづくりを進めます。

【総合計画・基本目標】
　市民がともに支え合い、自立した生活を送るまちづくりを進めます。

2-1 安心して子どもを産み育てられる環境づくり
　　・医療、保健、福祉、教育の更なる連携を図り、「ヘルシースタート事業」の充実と周知に努めます。
　　・「子ども家庭総合支援拠点」を中核にして母子保健と要保護・要支援児童等への支援の連携を図るとともに、相談体制の強化とソーシャルワークの推進
に努め、母子保健と児童福祉の一体的な相談支援を行う機関である「こども家庭センター」の設置に向けて取り組みます。
　　・子育て支援制度の充実、子育てと仕事の両立支援に努めます。
2-4 障がい福祉の充実
　　・障がいや障がいのある人への理解を深めるため、市民や事業者に対する啓発を行い、虐待の予防や早期発見、早期是正に努めます。
　　・「基幹相談支援センター」や「地域包括支援センター」などと連携し、事業者間の連携強化や相談支援体制の充実、切れ目のない支援に努めます。
　　・障がいのある人の社会参加や就労の場の確保に取り組み、労働環境や賃金水準の向上に努めます。
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前年度繰越額（千円）

職　員　数　　　　　　　（人） 6月補正後予算額　　　　　　　　（千円） 令和6年度中に策定予定の計画　　（根拠法令等）

令和６年度　部局経営方針

部局名 福祉部 部局長名 東原　留美子 令和6年7月1日 現在
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2-5 地域福祉の充実と生活支援
　　・地域福祉の理解や意識・環境づくりに取り組み、複合的な課題を解決するため、関係者や関係機関との連携を強化し、福祉サービスの提供や包括的な
支援に努めます。
　　・生活保護の適正実施に努め、地域住民や関係機関等と連携しながら、社会参加や自立に向けた取組を推進します。
　　・子どもの貧困の解消を目指し、市民・地域・企業との連携を強化して、支援体制の充実を図るとともに、親子の居場所づくりを促進し、見守り、支える地域
づくりに取り組みます。
　　・災害時、自力での避難が困難な「避難行動要支援者」への対策である個別避難計画の策定推進に向けて、モデル地区での取組をはじめ 地域で助け合
う体制の構築を支援します。

令和６年度　部局経営方針

部局名 福祉部 部局長名 東原　留美子 令和6年7月1日 現在



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト
【福祉部】

指標の説明 目標値 単位 実績値 達成状況

1

1　ヘルシースタート事業として、
妊婦健康診査の助成や産後ケ
ア事業、多胎妊婦サポーター事
業、家事支援事業など、安心し
て産み育てられる環境づくりに
取り組みます。

こ

ど

も

課

ヘルシー
スタート
事業

妊婦健康診査・産婦健康診査
の助成、産後ケア事業の実施な
ど支援体制の充実を図ることが
課題です。
更に、産後ケア事業の満足度を
高めるために、今後も個人の
ニーズに合った支援を行ってい
きます。

妊婦・産婦健診の助成、産後ケ
ア事業等、個人の多様な状況に
応じた支援を行います。

産科医療機関や助産院
との連携を図りながら、
妊産婦健診や産後ケア
を実施し、状況に応じた
切れ目のない支援を行
います。また、産後ケア
事業のアンケートの回
収率を高めるため、電
子申請の導入を行いま
す。

上半期と同様の取組を
行います。また、産後ケ
ア事業を受けた方全員
からアンケートの回答を
してもらい、内容につい
て心身ともに満足度が
得られるように支援して
いきます。

産後ケア事
業における
満足度

98.0 ％ 100% Ａ

産後ケア事業について、宿
泊型を開始し、1件の実績が
ありました。支援が必要な方
の把握や実施機関との連携
を図るなど、個人に合わせ
た産後ケア事業の利用とな
り、継続的な支援につなげ
ることができました。
また、アンケート回答率を高
めるため、二次元バーコード
を利用した電子回答を導入
しました。

産後ケア事業の申請者は増
加傾向にありますが、宿泊
型については少ないため、
引き続き周知を行う必要が
あります。更に、満足度を高
めるために、今後もニーズ
に合った支援を行っていき
ます。

産後ケア事業利用者の終了後のアンケート
をもとに、今後の取り組みの参考にする等、
事業実施機関と情報の共有を行っていきま
す。
また、アンケートの回収率を高めるため、電
子回答の積極的な利用を呼びかけます。

2
2　日向市子育て世代包括支援
センターの利用促進を図りま
す。

こ

ど

も

課

ヘルシー
スタート
事業

家庭や地域での妊産婦の孤立
感や不安感の解消を図るととも
に、安心して子育てができるよ
う、産前・産後サポート事業や
支援プログラムの利用を推進す
ることが必要です。
特に産前の利用が少ないため、
妊娠届時の面談などの機会を
通し、妊婦へ周知を図ることが
課題です。

産前・産後サポート事業として、
子育てサロンや各種支援プログ
ラムを実施します。

出産や育児に不安を感
じている妊産婦に対し、
子育てサロンや各種支
援プログラムの利用に
つなげます。

上半期と同様の取組を
行います。支援が必要
な家庭には、各種支援
メニューを案内し、関係
機関と連携を図り支援
していきます。

母子健康手
帳を交付した
方のうち、支
援を行った妊
産婦の割合

30.0 ％ 25.3 Ａ

妊娠届時に全ての妊婦と面
談し、ハイリスク妊婦や特定
妊婦を把握することで、妊娠
期からの早期支援につなげ
ました。
また、支援の必要な産婦に
産後ケア事業を提供し、産
前・産後サポート事業にお
いては、妊産婦の育児不安
の軽減を図るとともに、育児
に関する知識や手技が習得
できるよう支援を行いまし
た。

家庭や地域での妊産婦の
孤立感や不安感の解消を図
るとともに、安心して子育て
ができるよう、産後ケア事業
や産前・産後サポート事業
等の利用を推進することが
必要です。特に産前・産後
サポート事業については、
産前の利用が少ないため、
妊娠届時の面談などの機会
を通し、妊婦への周知を図
ることが課題です。

産前・産後サポート事業として、今後も子育
てサロン等を実施します。妊娠・出産・育児
に関する相談・支援窓口として、令和7年度
開設予定のこども家庭センターの周知を図
り、母子保健に関する必要な支援を推進して
いきます。

3
3　地域母子保健・育児支援シ
ステムの構築を図ります。

こ

ど

も

課

ヘルシー
スタート
事業

子育て
支援事
業

妊娠期から出産を経て、乳幼児
期に至るプロセスの中で支援が
必要な家庭に対して、地域子育
て支援拠点における交流や支
援機会を的確に提供していくこ
とが必要です。

地域子育て支援センター及びつ
どいの広場における親子の交
流と、ファミリーサポートセン
ターにおける相互援助等の子育
て支援を促進します。

妊産婦健診や赤ちゃん
相談、児童相談をふま
え、個別の保護者を地
域子育て支援拠点にお
ける交流や家族・親子
支援プログラムへつな
げます。

ヘルシースタート事業
や子育て支援サービス
の周知に取り組みなが
ら、ファミリーサポートセ
ンター援助会員数の増
加やサポートの利用推
進に取り組みます。

地域子育て
支援センター
利用者数

7,200 人 10,606 Ａ

地域子育て支援拠点の利
用は引き続き増加しました。
支援を要する世帯を地域子
育て支援拠点や家族・親子
支援プログラムへつなげる
とともに、ファミリーサポート
援助会員養成講座を回覧板
で周知し、受講を経てお助
け会員の増加に至りました。

ファミリーサポートの利用は
やや増加しましたが、さらな
る周知や利用負担の軽減の
検討など、引き続き利用推
進を図っていく必要がありま
す。

妊娠・子育てサポート事業や子育て支援
サービスの周知に取り組みながら、特にファ
ミリーサポートの利用推進に努めます。ま
た、支援を要する世帯についての見守り・助
言に関する地域子育て支援拠点との連携や
家族・親子支援プログラムの利用を促進しま
す。

4
1　子ども医療費を中学３年生ま
で助成します。

こ

ど

も

課

子ども医
療助成
事業

助成額、対象児童数ともに減少
傾向です。時間内受診、ジェネ
リック医薬品の推奨により医療
費の抑制が必要です。

中学3年生までの児童の医療費
を助成（自己負担350円）するこ
とにより、子育て世帯の経済的
負担を軽減し、児童の健全育成
を図ります。

出生時または転入時に
医療費助成資格の申請
を促します。また、適正
な受診を啓発し、医療
費抑制に努めます。

上半期同様、漏れなく
医療費助成の資格取得
を促すとともに、適正な
受診を啓発します。

受給者数 8,000 人 7,266 Ａ
受給者数は減少傾向にあり
ますが、医療費は横ばいの
状況にあります。

1人あたりの医療費が増加
傾向であることから、かかり
つけ医を持つこと、時間内
受診、ジェネリック医薬品の
推奨など適正な受診を周知
することにより医療費の抑
制が必要です。

出生届時等の医療費助成受給資格証交付
時にかかりつけ医を持つこと、時間内受診、
ジェネリック医薬品の利用を啓発します。

5
2　「幼児教育・保育の無償化」
などにより、保育料、幼稚園使
用料の負担の軽減を図ります。

こ

ど

も

課

子育て
のため
の施設
等利用
給付事
業

令和2年8月以降、償還払いから
法定代理受領へ変更したこと
で、保護者、園の事務負担軽減
を行いました。

支給要件を満たした子どもが対
象施設を利用した際に要する費
用を支給することで、幼児教育
の無償化の適正な事務に取り
組みます。

法定代理受領により保
護者や園の負担軽減を
図りながら、適正な事
務に取り組みます。

法定代理受領により保
護者や園の負担軽減を
図りながら、適正な事
務に取り組みます。

特定教育・保
育施設入所
児童数

2,200 人 2043 Ａ
法定代理受領を実施するこ
とで保護者、園の事務負担
の軽減を行いました。

認可外保育施設は償還払
いであるため、保護者に手
続きをお願いしています。

引き続き保護者や園の負担軽減のため、法
定代理受領を実施していきます。

課題を踏まえた今後の方針・方向性
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　産後ケア事業や
家事支援におけ
る満足度

【R1】87.9％
　↓
【R6】98.0％

２

　

子
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世

代

の
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的

な
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軽
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　市民アンケート
調査（女性の回答
者）で「子育てがし
やすいか」との問
に「そう思う」「や
やそう思う」と答え
た割合

【R1】41.0％
　↓
【R6】50.0％

R6下半期 事業内容と成果 事業を進める上での課題R6 予算
事業名

R6現状と課題 R6取組内容 R6上半期
令和6年度　成果指標

番
号

戦略 重点
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

具体的
な施策

代表的な指標
（KPI）

施策の内容
所
管
課
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【福祉部】

指標の説明 目標値 単位 実績値 達成状況
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6
3　ひとり親家庭の生活支援や
就業支援を行います。

こ

ど

も

課

児童扶
養手当
給付事
業

毎月、一定の認定申請はあるも
のの、一方で婚姻等による資格
喪失も多く、受給者数、給付額
ともに年々減少しています。

父または母と生計を同じくしてい
ない児童を監護・養育している
者に手当を支給し、生活の安定
と児童の福祉の増進を図りま
す。

離婚時等に児童扶養手
当について説明を行
い、制度の周知を図り
ます。8月の現況届の
際に、児童の養育状況
等を聴取し、不正受給
の未然防止に努めま
す。

上半期同様、受給資格
がある者に不利益が生
じないよう制度の周知
に努めます。

児童扶養手
当延べ受給
者数（毎月末
時点の受給
者数の計）

9,000 人 8,429 Ａ

離婚届時等に制度について
周知を図り、児童扶養手当
の申請を促しました。申請者
数、支給額ともに減少傾向
でしたが、令和６年度は増
加しました。

離婚時等にこども課窓口に
おいて、制度の説明は行っ
ているものの、こども課に来
ない場合もあり、すべての
方に制度の周知を図れない
ことが課題です。

他の部署等と連携し、情報共有を行いなが
ら、受給対象となりえる者を把握し、制度の
周知を図ります。

7

こ

ど

も

課

ひとり親
家庭医
療費助
成事業

助成金は年度によって増減は
ありますが、受給資格者は年々
減少しています。適正な受診を
促し、医療費の抑制を図ること
が課題です。

母子及び父子家庭等に対し、医
療費の一部を助成し、健康増進
と自立更生の向上を図ります。
自己負担額は、１人月額1,000
円。

児童扶養手当同様、離
婚時等に説明を行い、
制度の周知を図りま
す。適正な受診を啓発
し、医療費の抑制を図
ります。

上半期同様、制度の周
知を図り、適正な受診
を啓発します。

負担軽減世
帯数

1,000 世帯 857 Ｂ

離婚届時等に、児童扶養手
当と併せて制度の周知を図
り、母子及び父子家庭等医
療費助成受給資格証の申
請を促しました。

適正な受診を促し、医療費
の抑制を図ることが課題で
す。

離婚届時等に制度の周知徹底を図り、受給
資格申請時や児童扶養手当の現況届時に、
適正な受診を促します。

8

こ

ど

も

課

高等職
業訓練
促進給
付金等
事業

例年10人前後に給付金を支給
しており、そのほとんどが看護
師または准看護師の養成機関
で修業しています。就職率は
100％となっています。

母子家庭の母、父子家庭の父
が就職の際に有利で、生活の
安定に役立つ資格取得の養成
訓練の受講に際し、安定した修
業環境を提供するため給付金を
支給します。

看護師等の養成機関で
修業する者に給付金の
申請を促します。

母子父子自立支援員と
の相談等から、次年度
に看護師等の養成機関
で修業を予定している
方へ事業についての説
明を行います。

受講後の就
業率

100 ％ 100 Ａ

看護師及び准看護師の養
成機関等で修業した母子家
庭の母に給付金を受給しま
した。受講後は資格を取得
し、医療機関等に就業し、母
子家庭の自立につながって
います。

給付金を支給しているほと
んどが看護師または准看護
師の養成機関で修業してい
ます。他の資格（介護士、薬
剤師等）の養成機関受講で
も対象となることを周知する
ことが課題です。

日向市母子寡婦福祉連絡協議会への協力
依頼だけでなく、資格取得の養成機関にも制
度の周知を依頼します。

9

こ

ど

も

課

自立支
援教育
訓練給
付金等
事業

助成者数が令和4年度1人、令
和5年度0人であり、制度の利用
者が少ない状況です。

母子家庭の母または父子家庭
の父が、雇用保険の一般教育
訓練給付の対象となる教育訓
練を受講した場合に、受講料の
一部を支給します。

日向市母子寡婦福祉連
絡協議会やハローワー
クと連携して、給付金の
周知を図ります。

上半期同様、日向市母
子寡婦福祉連絡協議会
やハローワークと連携
して、給付金の周知を
図ります。

受講後の就
業率

100 ％ 100 Ａ

雇用保険の一般教育訓練
給付金の給付対象となる講
座を受講した者に給付金を
支給しました。
受講後、就業し、母子家庭
等の自立につながっていま
す。

例年助成者数は2人程度と
なっており、制度の周知が
課題です。

日向市母子寡婦福祉連絡協議会や申請窓
口であるハローワークに対象者への制度の
周知を依頼し、助成者の増加を図ります。
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　調査（女性の回
答者）で「子育て
がしやすいか」と
の問に「そう思う」
「ややそう思う」と
答えた割合

【R1】41.0％
　↓
【R6】50.0％

3　ひとり親家庭の生活支援や
就業支援を行います。



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト
【福祉部】

指標の説明 目標値 単位 実績値 達成状況
課題を踏まえた今後の方針・方向性R6下半期 事業内容と成果 事業を進める上での課題R6 予算

事業名
R6現状と課題 R6取組内容 R6上半期

令和6年度　成果指標
番
号

戦略 重点
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

具体的
な施策

代表的な指標
（KPI）

施策の内容
所
管
課

10
1　乳幼児健康診査や家庭訪
問、赤ちゃん相談など子育てに
関する支援に取り組みます。

こ

ど

も

課

ヘルシー
スタート
事業・発
達障が
い相談
員設置
事業

各種乳幼児健診や健診事後教
室、育児相談、保育園等訪問を
通して、子どもの発育・発達に
応じた切れ目のない子育て支
援を充実していく必要がありま
す。

各種乳幼児健診や健診事後教
室、育児相談、保育園等訪問を
通し、こどもの発育・発達に応じ
た相談や関係機関と連携した支
援に取り組みます。

各種乳幼児健診及び健
診事後教室、育児相
談、乳児家庭全戸訪
問、保育園等訪問を一
体的に取り組み、支援
が必要な家庭には各種
支援事業へつなぎ、継
続的な支援を行いま
す。

上半期同様の取り組み
を行いながら、次年度
へ向けての課題の抽出
や相談・支援について
検討を行います。

乳幼児健診
の受診率（1
歳6か月児健
診、3歳児健
診の法定健
診分）

98 ％ 99.2 Ａ

乳幼児健康診査の未受診
者対策に取り組み、受診率
の向上に努めました。また
健診事後教室や育児相談、
家庭訪問、保育園等訪問を
通して、支援者を把握し、継
続的な支援を行いました。

乳幼児健康診査や相談支
援・訪問を通し、関係機関と
連携しながら、こどもの発
育・発達に応じた継続的な
子育て支援を充実していく
必要があります。

こどもの発育・発達や生活習慣の確立等、こ
どもやその保護者に合わせた子育て支援を
行うために、関係機関との連携体制を図りな
がら、事業を推進していきます。

11
2　児童虐待の防止や子どもの
貧困対策の充実に取り組みま
す。

こ

ど

も

課

児童虐
待防止
対策支
援事業

子供の
未来応
援地域
ネット
ワーク形
成支援
事業

日向市要保護児童対策地域協
議会においては、サポートプラ
ンを活用した個別世帯の支援の
拡充が求められています。
本年度は「第２期日向市子ども
の未来応援推進計画」の最終
年度であり、第３期計画の策定
に取り組む必要があります。

日向市要保護児童対策地域協
議会においては、サポートプラ
ンをふまえた個別ケース検討会
議の充実を図りながら、個別支
援の連携を推進します。
子どもの貧困対策のさらなる推
進へ向けて、「第３期日向市子
どもの未来応援推進計画」を策
定します。

個別ケース検討会議へ
の参加が可能な要保
護・要支援児童の世帯
について、サポートプラ
ンの作成に取り組みま
す。
「第３期日向市子どもの
未来応援推進計画」の
策定に向けて、保護者・
教職員アンケートを実
施します。

サポートプランを活用し
た個別ケース検討会議
をとおして、養育環境の
改善を図ります。
子どもの未来応援会議
の審議を経て、「第３期
日向市子どもの未来応
援推進計画」を策定し
ます。

要保護児童
対策地域協
議会個別
ケース検討
会議の開催
数

100 回 112 Ａ

実務者会議中学校校区部
会を６校区・年２回開催し、
要保護児童や特定妊婦の
ケースの進行管理を行い、
構成機関・関係団体とともに
支援の連携を推進しました。
児童福祉法改正を受けて、
支援対象世帯とともに作成
するサポートプランにもとづ
く支援を開始しました。

要保護児童対策地域協議
会では、各種会議の趣旨に
応じた効率的な運営に努
め、愛着形成やこどもの成
長に応じた保護者の関わ
り、不登校等の課題に直面
するこどもへのアプローチ
等、重点を置いたケース事
例の検討や意見交換に取り
組みます。

要保護児童対策地域協議会において は、各
種会議の趣旨に応じた課題の協議・ケース
検討・研修に取り組みます。また、支援対象
世帯がこども家庭支援の受容につながるよ
う、サポートプラン様式の見直しを適宜、図り
ます。

12
3　子ども家庭総合支援拠点を
設置します。

こ

ど

も

課

児童虐
待防止
対策支
援事業

改正児童福祉法の令和６年４月
施行を受け、子ども家庭総合支
援拠点の有効活用と要保護児
童等の世帯への家族支援事業
の利用を推進しつつ、こども家
庭センターへの移行に取り組む
必要があります。

子ども家庭総合支援拠点及び
家庭支援事業を活用した支援を
推進するとともに、令和７年度に
おけるこども家庭センターへの
移行に取り組みます。

子ども家庭総合支援拠
点及び家庭支援事業を
活用した支援に取り組
むとともに、こども家庭
センターの体制及び機
能について検討しま
す。

子ども家庭支援を検証
しつつ充実を図るととも
に、令和７年度からのこ
ども家庭センターへの
移行に向けた準備を行
います。

要保護・要支
援児童ケー
スの支援終
結数

50 ケース 74 Ａ

個別の世帯において、サ
ポートプランの作成とプラン
にもとづく支援を開始すると
ともに、４つの事業を家庭支
援事業に移行しました。ま
た、こども家庭センター開設
へ向けて、子育て支援係
長・母子保健係長が統括支
援員基礎研修を修了しまし
た。

令和７年度にこども家庭セ
ンターへの移行に取り組む
必要があります。

センター機能の確認のもと、令和７年度上半
期におけるセンターへの移行へ向けて、地域
資源開拓コーディネーターの配置、面接相談
室機能の拡充、サポートプランの作成推進に
取り組みます。
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放課後児童クラブ
利用定員数(年度
末時点)
【R1】380人
　↓
【R6】580人

1　放課後児童クラブを活用し、
子育てをしながら安心して働け
る放課後対策の充実に取り組
みます。

こ

ど

も

課

放課後
児童クラ
ブ事業

民間施設も活用し、令和5年度
末時点で、13クラブ（定員480
人）を開設しています。

放課後児童クラブを13クラブ定
員480人で開設し、放課後に保
護者の監護を受けられない児
童の適切な遊び場、生活の場を
提供し健全育成を図ります。

新入生を中心に、入会
手続きを行い、3つの事
業者に事業委託を行い
ます。運営に関しては、
クラブの状況把握、問
題点の解消に努めま
す。また、新たに民間施
設を活用した児童クラ
ブの開設を検討しま
す。

委託業者と連携し、クラ
ブの状況把握、問題点
の解消に努めます。新
たな児童クラブの開設
について関係機関と協
議を行います。次年度
の児童クラブの会員募
集を行います。

放課後児童
クラブの年間
延べ利用者
数

91,000 人 96,062 Ａ

13の児童クラブを設置し（定
員480人）、放課後に保護者
の監護を受けられない児童
の遊び場、生活の場を提供
し、子育てと仕事の両立を
支援しました。

子育て支援環境を充実させ
るためには、新たな児童クラ
ブの設置が必要です。ま
た、放課後児童クラブを設
置していない学校区の保護
者から放課後児童クラブの
設置要望が出されていま
す。

小学４年生までの児童を受け入れることとし
て募集します。放課後児童クラブの拡充（新
たな設置）については、関係機関と協議を行
います。
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　調査（女性の回
答者）で「子育て
がしやすいか」と
の問に「そう思う」
「ややそう思う」と
答えた割合

【R1】41.0％
　↓
【R6】50.0％



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト
【福祉部】

指標の説明 目標値 単位 実績値 達成状況
課題を踏まえた今後の方針・方向性R6下半期 事業内容と成果 事業を進める上での課題R6 予算

事業名
R6現状と課題 R6取組内容 R6上半期

令和6年度　成果指標
番
号

戦略 重点
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

具体的
な施策

代表的な指標
（KPI）

施策の内容
所
管
課

14

2　一時預かりや病児・病後児保
育など、子どもの状態や保護者
の就労形態に対応した保育
サービスの提供に努めます。

こ

ど

も

課

一時預
かり事
業、
延長保
育促進
事業、
病児・病
後児保
育事業

働き方改革により、保護者の働
き方も多様化しており、その就
労形態に対応した保育サービス
が求められています。

保護者が安心して子育てと仕事
が両立できる体制を支援しま
す。

利用促進に向けた、児
童施設等への周知活
動、ホームページ、子育
てアプリへの情報掲載
を行います。

上半期同様、周知活動
等を行うとともに、次年
度へ向けて、課題等の
検討、協議を行います。

利用人数
一時預かり
事業
延長保育事
業
病児・病後児
保育事業

24,000
23,000
2,000

人
20,129
21,332
2,990

Ａ
保護者が安心して子育てと
就労の両立を図れるよう体
制の支援を行いました。

働き方の多様化により、そ
の就労形態に対応した保育
サービスが求められていま
す。

引き続き利用促進に向けホームページや子
育てアプリ、広報紙 誌への情報掲載を行い
ます。

15
3　保育士や幼稚園教諭など子
育て支援を担う人材の確保に取
り組みます。

こ

ど

も

課

保育の
質の向
上のた
めの幼
保合同
研修等
推進事
業

より多くの希望者に研修の受講
機会を提供するため、web開催
を行うことは可能ですが、受講
者同士の対面交流や共同作業
といった対面研修の効果を得る
ことが難しくなります。
保育士不足により児童の受け
入れに影響が出ている施設も
見受けられます。

保育士、幼稚園教諭を対象とし
た「保育の質の向上のための研
修」開催に取り組みます。
保育士確保に向けた取組を行
います。

保育士、幼稚園教諭を
対象として、保育の質
の向上を目的とした研
修会を開催し、保育に
従事する者の離職を未
然に防ぐことに取り組
みます。
養成校の学生を対象と
した就職説明会を開催
します。

令和元年から行ってい
る、市内高校協力のも
と、養成校に進学する
生徒に向けた宮崎県保
育士就学資金貸付制度
の周知啓発を引き続き
図ります。
教育・保育施設を紹介
するパンフレットを作成
し、市内高校等に配布
し、保育士の魅力につ
いて周知します。

研修会の開
催

1 回 1 Ａ

6月に宮崎学園短期大学に
おいて合同就職フェアを開
催しました。また、1月に市
内の保育士、幼稚園教諭を
対象とした「保育の質の向
上のための幼保合同研修
会」を開催しました。

研修会については、web開
催を取り入れ、より多くの受
講希望者を受け入れること
も可能だが、参加者同士の
対面交流や共同作業といっ
た強みを担保し難いという
課題があります。

研修会は原則対面方式で今後も企画し、状
況に応じてリモート開催 にするなど柔軟に対
応します。
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―
2　障害者就労支援事業の推進
や高齢者の生きがいにつなが
る雇用の創出に努めます。

福

祉

課

訓練等
給付事
業

工賃向上の継続的な取組によ
り、工賃向上が図られていま
す。
しかし、事業所によって受託業
務内容や量に濃淡があり、工賃
にも影響が生じてます。

就労継続支援事業所で生産、
製造された商品の市庁舎内で
の販売、市庁舎のトイレ清掃管
理業務の委託により、障がい者
の賃金及び工賃向上を図りま
す。

令和6年度「日向市障
がい者就労施設等から
の物品等調達推進方
針」の策定と令和5年度
における物品調達実績
調査を行います。

就労継続支援事業所で
生産、製造された商品
の市庁舎内での販売、
次年度の市庁舎内のト
イレ清掃管理業務の受
託を働きかけます。

訓練等給付
事業のうち、
就労継続支
援Ｂ型の利
用者数
※第7期日向
市障がい福
祉計画

244 人 277 Ａ

令和５年度の物品調達実績
は、3,823,810円で、前年度
を上回りました。また、就労
継続支援事業所で生産、製
造された商品の庁内での販
売機会や、市庁舎のトイレ
清掃業務をSCS（スター・ク
リーン・サービス）に引き続
き受託してもらうなど、障が
い者の就労訓練の場の提
供に努めました。

「日向市障がい者就労施設
等からの物品等調達推進方
針」について、庁内に広く啓
発を行い、庁内で調達が可
能な物品等についての促進
を行っていく必要がありま
す。

令和７年度「日向市障がい者就労施設等か
らの物品等調達推進方針」の策定後に、庁
内に広く啓発・周知を行い、障がい者就労の
推進を図ります。

17
1　基幹相談支援センターと事
業所、行政が連携して相談支援
体制の充実に取り組みます。

福

祉

課
相談支
援事業

基幹相談支援センターや障害
者相談支援事業者を交え、相談
支援体制の強化とスキルアップ
を図る必要があります。

基幹相談支援センター、各事業
所及び行政との効果的な連携
のあり方を検討し、必要な相談
支援体制について検討します。

基幹相談支援セン
ター、各事業所及び行
政との情報共有の場を
定期的に開催し、課題
抽出を行います。

抽出された課題に対す
る課題解決方法につい
て、協議していきます。

基幹相談支
援センターと
相談支援機
関との連携
強化の取り
組みの実施
※第7期日向
市障がい福
祉計画

42 回 39 Ｂ

基幹相談支援センターの実
績からは、「連携強化」に対
する実績が39回でしたが、
このほかに基幹相談支援セ
ンターほか、主任相談支援
専門員による相談支援事業
所への巡回相談を計10回、
行政と期間相談支援事業所
の連携のための定例協議を
計10回実施しました。

令和6年度は、障がい福祉
サービスを利用する障がい
児（者）は増加する一方で2
か所の相談支援事業所が
休止となり、計9事業所とな
りました。障がい者の様々な
相談に対応するためにも相
談支援体制の3層構造を明
確化する必要があります。

令和７年度も、引き続き基幹相談支援セン
ター他主任相談支援専門員とともに相談支
援事業所へ巡回相談を実施し、相談支援体
制の底上げを図ります。
また、日向市障がい者自立支援協議会等を
通じて、相談支援体制の課題を共有し、解決
に向けた取り組みを実施して参ります。

18
2　障がいのある人の社会参加
の充実や促進に取り組みます。

福

祉

課

障害者
社会参
加促進
事業

文化・スポーツ活動等の社会参
加に係る情報提供について、特
に団体へ所属していない方の社
会参加の充実に努める必要が
あります。

県障がい者スポーツ大会及び
市障がい者スポーツ大会等へ
の参加促進に努めます。

県障がい者スポーツ大
会及び市障がい者ス
ポーツ大会等への参加
促進に努めます。

市障がい者スポーツ大
会への参加促進に努め
ます。

県障がい者
スポーツ大
会及び市障
がい者ス
ポーツ大会
等への参加
者数

250 人 247 Ａ

○県障がい者スポーツ大会
　開催日：令和6年5月12日
(日)
　参加者：37 人
○市障がい者スポーツ大会
　開催日：令和6年9月8日
(日)
　参加者：約210人

文化・スポーツ活動等の社
会参加の促進に取り組む必
要があります。

市障がい者スポーツ大会をはじめとした活動
の場の提供に努めます。

19

障がい者センター
「あいとぴあ」の利
用者数（年間）
【R1】11,648人
　↓
【R6】13,000人

3　障がい者センター「あいとぴ
あ」の利活用促進に努めます。

福

祉

課

障害者
センター
管理運
営費

障がいのある人も障がいのない
人もともにいきいきと活動できる
拠点施設として認識されるよう、
同センターのあり方や周知につ
いて、継続して検討する必要が
あります。

より良い施設のあり方を目指
し、柔軟な姿勢で改善に向けて
取り組みます。

指定管理者から提案の
あった改善事項につい
て検討します。

指定管理者から提案の
あった改善事項につい
て検討します。

利用者数 13,000 人 10,603 Ｂ

市障害者センターの利用促
進を図り、障がい福祉に関
する各種相談、情報の提
供、社会参加の場の提供に
努めました。

障がいのあるなしにかかわ
らず、ともにいきいきと活動
できる拠点施設として認識さ
れるよう、同センターのあり
方や周知について、継続し
て検討する必要がありま
す。

同センター職員、利用者の代表、本課職員
間で課題を協議する場を設け、施設内の修
繕、会議室の利用時間等について協議しま
す。

３

　

笑

顔

で

暮

ら

せ

る

地

域

共

生

の

社

会

づ

く

り

１

　

住

み

な

れ

た

地

域

で

暮

ら

せ

る

社

会

づ

く

り

プ

ロ

ジ

ェ
ク

ト

５

　

障

が

い

の

あ

る

人

へ

の

支

援

の

充

実

市民アンケート調
査（２０歳から３９
歳までの回答者）
で「ずっと住み続
けたい」「どちらか
といえば住み続け
たい」と答えた割
合

【R1】41.0％
　↓
【R6】50.0％

１

　

未

来

へ

つ

な

げ

る

人

づ

く

り

２

　

安

心

し

て

産

み

育

て

る

み

ん

な

で

子

育

て

プ

ロ

ジ

ェ
ク

ト

４

　

子

育

て

と

仕

事

の

両

立

支

援

と

環

境

の

充

実

市民アンケート調
査（女性の回答
者）で「子育てがし
やすいか」との問
に「そう思う」「や
やそう思う」と答え
た割合
【R1】41.0％
　↓
【R6】50.0％



様式１－２　総合計画に基づく重点戦略と重点プロジェクト
【福祉部】

指標の説明 目標値 単位 実績値 達成状況
課題を踏まえた今後の方針・方向性R6下半期 事業内容と成果 事業を進める上での課題R6 予算

事業名
R6現状と課題 R6取組内容 R6上半期

令和6年度　成果指標
番
号

戦略 重点
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

具体的
な施策

代表的な指標
（KPI）

施策の内容
所
管
課

20

1　地域福祉に関する普及啓発
に努め、「自助・互助・共助・公
助」の理念に対する理解や支え
合いの意識を醸成します。

重層的
支援体
制整備
事業

（1）参加支援体制の構築
（2）多機関の協働による包括的
支援体制の構築
（3）アウトリーチ等を通じた継続
的支援体制の構築
（4）研修等の実施
（5）介護、障がい、子ども、生活
困窮分野の相談支援機関等の
連携
（6）実施計画の策定、庁内連携
体制の構築

(1）～（5）を日向市社会
福祉協議会に委託して
実施します。
(6)を福祉課が中心とな
り、関係機関や関係部
署等との連携を図りま
す。

(1）～（5）を日向市社会
福祉協議会に委託して
実施します。
(6)を福祉課が中心に進
め、実施計画は、関係
機関や関係部署と協議
及び意見照会等によ
り、見直しを行います。

研修会・意見
交換会等の
開催

2 回 3 Ａ

関係団体等との連携を進め
るため研修会や意見交換
会、アンケート等を実施しま
した。これにより本事業の周
知に加え、事業の意義の再
確認や取組内容の共有が
図られました。
上記の取組や庁内外の関
係機関の意見を踏まえ「重
層的支援体制整備事業実
施計画」の見直しを行いまし
た。

地域福祉推進のため、引き
続き本事業の周知に努める
必要があります。
相談ケースに対し、重層的
支援会議等を含めた実際の
支援に向けた体制の充実が
必要となっています。

本事業の周知に加え、効果的な支援体制づ
くりを図るための研修等を実施します。
「重層的支援体制整備事業実施計画」につ
いて、実施体制や連携のあり方等の見直し
を引き続き行います。

21

　3　地域課題解決に向け、日向
市社会福祉協議会、自治会
（区）、民生委員・児童委員、ボ
ランティア団体などの地域福祉
を支える組織の機能やネット
ワークの強化を図ります。

重層的
支援体
制整備
事業

地域福祉部の設置推進、担い
手を育成します。

新たな地域福祉部の設
置に向けた働きかけを
行います。

研修会等により、他地
区の地域福祉部の情報
共有や意見交換等を実
施し、意識の醸成を図
ります。

地域福祉部
の設置地区
数

48 地区 47 Ａ

地域福祉部に関する勉強会
等の開催により、地域課題
を把握し、解決に向けた福
祉部の役割・機能について
説明・協議等を行いました。

地域の現状に応じた地域福
祉部の設置方法等を検討す
る必要があります。
引き続き、設置済みの自治
会（区）に対するフォローアッ
プが必要となっています。

新たな地域福祉部の設置推進に加え、フォ
ローアップのため、研修会等を実施します。

22
2　地域福祉を支える人材やボ
ランティアを育成します。

福

祉

課

ボラン
ティア活
動支援
事業

年齢等の属性に関わらず、誰も
がボランティアを身近なものとし
て関心を持ち、気軽にボランティ
ア活動への参加ができるような
体制整備を図ることが必要で
す。また、緊急時に備えて普段
からボランティアの力を活用で
きるような準備も重要です。

（1）ボランティア活動の相談、支
援、調整、啓発
（2）災害ボランティアの育成・拡
大
（3）ボランティアネットワークの
強化・推進
（4）福祉教育・体験・人材育成

（1）～（4）の取組を日向
市社会福祉協議会に委
託して実施します。

（1）～（4）の取組を日向
市社会福祉協議会に委
託して実施します。
ボランティア研修等を実
施します。

ボランティア
研修の開催

1 回 10 Ａ

傾聴ボランティア養成講座
や災害ボランティア研修会
等を実施しました。
小・中学校等での福祉教育
を推進しました。

災害発生時、円滑なボラン
ティア活動が行えるよう、世
代を問わない担い手育成
や、平常時から有事を想定
した研修・交流を行うことが
必用となっています。

各種研修や学校での福祉教育によって、地
域福祉の担い手や災害ボランティアの育成
を図ります。

人口減少や少子高齢化が進む
中で、地域における支え合いが
希薄になってきています。支援
を必要としている人に地域の住
民が気付き、住民同士で支え合
うつながりを改めて作り出すこと
が大切です。そのためには、自
治会（区）や民生委員・児童委
員などの関係者や団体とのネッ
トワークを強化することが重要と
なります。

福

祉

課

３

　

笑

顔

で

暮

ら

せ

る

地

域

共

生

の

社

会

づ

く

り

３

　

共

に

支

え

合

う

地

域

づ

く

り

プ

ロ

ジ

ェ
ク

ト

２

　

地

域

福

祉

の

推

進

市民アンケート調
査（２０歳から３９
歳までの回答者）
で「ずっと住み続
けたい」「どちらか
といえば住み続け
たい」と答えた割
合

【R1】41.0％
　↓
【R6】50.0％



様式１－３　その他に取り組む重点事業 【福祉部】

番
号

基本目
標名称

施策名
称

具体的
な施策
名称

所
管
課

R6予算
事業名

R6現状と課題 R6取組内容 R6上半期 R6下半期 取組結果 今後の方向性

1
福
祉
課

障害児通
所支援事
業

障害児通所事業の実施事業所
は年々増加傾向にありますが、
重度障がい児に対してのサービ
ス提供事業所は少ない状況にあ
ります。

重度障がい児へのサービスの充
実については、日向入郷障害保
健福祉圏域の課題として、引き
続き圏域において協議を行いま
す。

県や近隣市町村と連携
を図り、重度障がい児へ
のサービス提供事業所
の開設に向け、関係機
関に働きかけを行いま
す。

県や近隣市町村と連携
を図り、重度障がい児へ
のサービス提供事業所
の開設に向け、関係機
関に働きかけを行いま
す。

宮崎県障がい福祉
課とともに、医療的
ケア児が利用できる
短期入所の開設に
向けて、市内医療機
関に対して働きかけ
を行いましたが、開
設検討には至りませ
んでした。

引き続き県とも連携し、
医療的ケア児の利用で
きるサービス提供事業
所の開設に向けて取り
組んでいきます。
また、医療的ケア児者の
短期入所利用促進のた
め、「医療的ケア児等短
期入所拡大促進事業」
の実施を検討していきま
す。

2

①
　
地
域
福
祉
の

推
進

福
祉
課

「地域福
祉計画」
推進事業

推進施策の取組状況に関し、評
価方法及び取りまとめ結果の公
表方法を分かり易いものにする
ため検討する必要があります。

第４次計画における推進施策の
進捗確認と評価を行います。

第４次計画の取組内容
の推進、前年度の進捗
確認、評価の審議を行
います。

第４次計画の取組内容
の推進、前年度の評価
結果を公表します。

施策の進捗状況を
市地域福祉推進委
員会に諮り、結果を
公表しました。
推進委員の意見を
基に評価方法等を
見直しました。

第4次日向市地域福祉
計画の進捗について、
適正な把握と管理に努
めます。

3
福
祉
課

生活保護
費

生活保護に関する面接相談及び
保護の決定において、必要な方
に必要な生活保護が滞りなく決
定されるように、福祉事務所にお
ける相談体制として、職員数の
維持が必要です。

だれもが安心して生活が営める
ように、生活に困窮した方が相
談しやすい体制を確保するととも
に、一層の適正化に取り組みま
す。

昨年度の生活保護の相
談・申請状況や受給者
の生活状態をもとに、生
活保護業務実施方針を
策定します。他法他施策
の活用等を視野に入れ
ながら、現業活動を行
い、併せて課税調査を
実施します。

全受給世帯から徴取す
る「資産・収入申告書」を
もとに、未申告収入・手
持金の確認を行いま
す。

現業員の訪問・面談
による生活実態や課
税調査等による収入
状況の把握に努め
るとともに、援助方
針に基づき被保護
世帯の自立に向け
た支援を行いまし
た。

生活に困窮した方が相
談しやすい体制づくりを
行います。被保護世帯
については、訪問や面
談により生活実態、収入
状況を確認し、自立に向
けた支援を行います。

4
福
祉
課

生活保護
の適正実
施推進事
業(補助
対象)

65 歳未満の被保護者において、
就労に向けて課題を抱える方が
多く、支援を行っても実際の就労
までには至らないケースがありま
す。

自立支援相談員、医療扶助相談
指導員、特別指導員の配置、レ
セプト点検、面接相談員による
生活保護相談等を実施します。

就労支援・健康管理支
援を要する被保護者を
現業員が選定し、策定し
た長期・短期目標に基
づきながら被保護者の
自立に向けた支援を行
います。

策定した長期・短期目標
に基づきながら被保護
者の自立に向けた支援
を行います。

要就労支援者に対
し、現業員と専門員
が面談や訪問を行
い、就労に向けた必
要な支援や現状の
確認を行いました。

要就労支援者への、就
労による自立に向けた
支援を継続します。

２
　
健
康
福
祉

４
　
障
が
い
福
祉
の
充
実

②
　
地
域
生
活
の
支
援

５
　
地
域
福
祉
の
充
実
と
生
活
支
援

②
　
生
活
支
援
と
自
立
の
促
進



様式１－３　その他に取り組む重点事業 【福祉部】

番
号

基本目
標名称

施策名
称

具体的
な施策
名称

所
管
課

R6予算
事業名

R6現状と課題 R6取組内容 R6上半期 R6下半期 取組結果 今後の方向性

5
福
祉
課

生活保護
の適正実
施推進事
業(市単)

被保護者は、健康上の課題を抱
える人が多いにもかかわらず、
改善に向けた諸活動が低調な状
況にあり、自立助長の観点か
ら、健康増進を支援する取組を
進める必要があります。

嘱託医による医療の要否判定を
行うとともに、レセプトデータに基
づいた生活習慣病予防等を行う
被保護者健康管理支援事業の
円滑実施に取り組みます。

医療介護扶助の適正実
施に向け、医療費 等分
析データ等を活用して健
康管理支援対象者を抽
出します。見守りを要す
る被保護者に対しては、
地域包括支援センター
等の関係機関とも連携
した支援を行います。

医療介護扶助の適正実
施に向け、医療費 等分
析データ等を活用して健
康管理支援対象者を抽
出します。見守りを要す
る被保護者に対しては、
地域包括支援センター
等の関係機関とも連携
した支援を行います。

レセプトデータの活
用により健康管理が
必要な被保護者を
選定し、現業員と専
門員が面談や訪問
を行い、生活実態を
確認したうえで健康
増進を助長する助言
及び指導を行いまし
た。

健康管理が必要な被保
護者の選定を行い、専
門員による健康管理支
援を継続します。

6
福
祉
課

生活困窮
者自立支
援事業

生活困窮者が抱える課題は、経
済的困窮をはじめとして、就労活
動困難や病気、家計管理など複
雑かつ多様化しています。中に
は、自ら支援を求めることが困
難な人もいます。地域における
互助の関係づくりや各機関との
連携、就労や教育への支援の充
実が必要です。

日向市社会福祉協議会に業務
を委託し、生活困窮者の社会
的・経済的自立を支援するた
め、自立相談支援事業を実施し
ます。また、相談者の意向を確
認しながら、家計改善支援事業
や子どもの学習・生活支援事
業、居場所サロン事業等を行い
ます。

日向市生活相談・支援
センター心からを開設
し、生活困窮に至った世
帯が長期に安定した自
立生活を送ることができ
るように関係機関と連携
を図りながら支援を行い
ます。また、就労準備支
援事業の事業開始に向
けた検討を行います。

日向市生活相談・支援
センター心からを開設
し、生活困窮に至った世
帯が長期に安定した自
立生活を送ることができ
るように関係機関と連携
を図りながら支援を行い
ます。また、就労準備支
援事業の事業開始に向
けた検討を行います。

日向市社会福祉協
議会に業務を委託し
て、自立相談支援、
家計改善、子どもの
学習支援等、継続し
た支援を実施すると
ともに、就労準備支
援事業の開始に向
けた検討を行いまし
た。

生活困窮世帯の自立を
支援する各種事業を継
続するとともに、就労準
備支援事業が開始でき
るように努めます。

7

４
　
生
活
環
境

２
　
防
災
体
制
の
充
実

②
　
災
害
に
強
い
ま
ち

づ
く
り

福
祉
課

災害応急
対策の充
実に要す
る経費

個別避難計画作成の推進につ
いて、作成方法や支援の在り方
を改めて見直していく必要があり
ます。福祉避難所に関しては設
置・運営マニュアルの内容を検
討する必要があります。

個別避難計画の作成を推進する
ため、作成方法や作成主体、地
区の拡大を検討します。

個別避難計画作成の委
託や補助の実施に向け
た検討を行います。

新たな取組を実施する
場合は、関係機関や地
域との事前協議を進め
ます。

個別避難計画をモデ
ル地区等において5
８件作成しました。
協定施設の協力の
もと、福祉避難所の
設置・運営訓練を実
施しました。

モデル地区の成果を基
に他の地区においても
個別避難計画作成の推
進を図ります。
福祉避難所について、
協定施設との連携のあ
り方等を随時見直しま
す。

２
　
健
康
福
祉

５
　
地
域
福
祉
の
充
実
と
生
活
支
援

②
　
生
活
支
援
と
自
立
の
促
進



様式１－４　行財政改革大綱に基づく行動計画 【福祉部】

番
号

基本方針 取組項目 実施項目 所管課 R6取組内容 R6上半期 R6下半期 取組実績

1
市政の情報発
信の充実

全
課

市HP及び子育て支援アプリを活用した
事業・サービスのPRと取組の振り返りを
行います。

重点事業や新規・拡充事業のPRを行い
ます。

広報活動状況について振り返りを行いま
す。

市ホームページやSNS、市公式アプリの子育て支援機
能等を活用して物価高騰対策関連の給付金や各種
サービス・支援情報を発信しました。

2 職員の育成
災害に対する職
員対応能力の
強化

全
課

業務時・業務外における職員の危険回
避対応の確認を行います。

業務時・業務外における職員の危険回
避対応の個別確認を行います。

確認された危険回避対応について、個別
に点検・検証を行います。

避難訓練等を通して職員の危険回避対応の確認を行う
とともに、実際の地震発生時の対応における振り返りも
随時行いました。

3
市民に開かれ
た市役所づくり

窓口サービスの
充実

全
課

窓口業務マニュアルの作成・見直しを通
したサービスの充実を図ります。

業務におけるマニュアルの有無の確認、
見直し、作成を行います。

作成・見直した窓口業務マニュアルを共
有し、サービスの充実を図ります。

業務におけるマニュアルの見直しを随時行いました。

4
情報公開と個人
情報の保護

情報公開制度と
個人情報保護
制度の適正な
運用

全
課

個人情報の保護に努め、適正な情報開
示の運用を行います。

個人情報を共有する関係機関との協議
会等において、情報保護の徹底について
会議開催時に周知を行います。情報開
示請求については適正な対応を行いま
す。

関係機関への周知および確認経過につ
いて振り返りを行います。

要保護児童対策地域協議会実務者会議校区部会や重
層的支援体制整備事業に係る会議等において、個人情
報保護の徹底を毎回周知しました。

5
計画的な行政
経営の推進

事務事業の見
直し

全
課

事務事業の見直し並びに効率性の向上
に努めます。

見直しできる事務事業について検討を行
います。

取り組んだ事務事業の見直しについて振
り返りを行います。

電子申請シスムを積極的に活用し、庁内・外の業務に
おける申請や各種報告のデジタル化を推進しました。

6
行政運営の効
率化の推進

内部統制体制
の整備

全
課

業務におけるマニュアルの作成を推進し
ます。

各業務においてマニュアルの有無及び
必要性について確認します。

マニュアル作成を推進します。 業務におけるマニュアルの作成を推進しました。

7
民間活力の活
用

福
祉
課

指定管理者と連携し、より良い施設のあ
り方を目指します。

運営検討委員会等の場を生かし、積極
的な意見交換に努めます。

運営委員会等で出された課題について
改善を図ると同時に、次期契約更新に向
けて検討します。

日向市障がい者センターの運営検討委員会において、
関係者間で課題の協議等を行いました。

8
職員の働き方
改革

全
課

DXやアウトソーシングの推進等により、
職員の業務負担の平準化を図ります。

DXやアウトソーシングを推進します。各
業務の繁忙時には課内における声かけ・
サポートを行い、可能なフォローを図りま
す。

DXやアウトソーシングを推進します。各
業務の繁忙時には課内における声かけ・
サポートを行い、可能なフォローを図りま
す。

給付金事務の業務増加等に対し、DXやアウトソーシン
グによる業務の負担軽減や平準化を図りました。

9
適正な財政運
営

補助金等の見
直し

全
課

事業実績報告や収支決算書などにより、
実態に合った交付額となるよう、引き続き
精査に努めます。

前年度交付額の確定事務において、精
査に努めます。

翌年度当初予算要求時において、社会
情勢やニーズを踏まえ、精査に努めま
す。

各種団体等からの事業実績報告や収支決算書等を基
に、交付金の活用状況・妥当性について確認しました。

10
債権管理の推
進

全
課

各係において適正な債権管理に努めま
す。

各係において債権管理マニュアルと照合
して債権管理状況の点検を行います。

上半期の取組を通して、債権管理のプロ
セスにおいて必要な見直しを行い、適正
な債権管理に取り組みます。

各係において市の債権管理マニュアル各編に基づき、
適正な債権管理に努めました。

11
広告掲載事業
の拡充

こ
ど
も
課

子育てガイドブックにおける広告掲載を
継続します。

子育てガイドブックのレイアウト及び広告
掲載数について検討を行います。

子育てガイドブックにおける広告掲載を
継続します。

子育てガイドブックにおける広告掲載を継続しました。

市
民
に
信
頼
さ
れ
る
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
提
供

広報・広聴活動
の充実

効
果
的
・
効
率
的
な
行
政
経
営
の
推
進

行政運営の効
率化の推進

未
来
に
つ
な
げ
る
財
政
運
営

自主財源の確
保


